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コーポレート・ガバナンス
2015年3月31日現在

コーポレート・ガバナンス体制一覧表（2015年6月23日現在）

組織形態 監査役会設置会社

取締役の人数 6名

　うち、社外取締役の人数 2名

監査役の人数 4名

　うち、社外監査役の人数 2名

取締役の任期 1年

執行役員制度の採用 有

会計監査人 有限責任監査法人トーマツ

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
 ヤマトグループは、グループ企業理念に基づき、法と社会的規範

に則った事業活動を展開するとともに、コンプライアンス経営を推

進しています。また、グループにおける経営資源を有効活用し企

業価値の最大化を図ることが経営上の最重要課題の一つとして

位置付け、コーポレート・ガバナンスの取り組みとして経営体制の強

化と施策に対して実践しています。 

社外取締役、社外監査役の重要な兼職状況、主な活動状況等

氏名 独立役員 重要な兼職の状況 主な活動状況
2015年3月期における 
取締役会、監査役会の 

出席状況

社外取締役

萩原 敏孝 ○ 株式会社小松製作所顧問
社外取締役の萩原敏孝氏は、経営者として、豊富な経験と幅広い見識を有しており、
経営全般について、必要な発言・助言を適宜行っています。また、会計監査、内部監査
部門と連携して改善を図っています。

取締役会
19回中18回

森 正勝 ○ 学校法人国際大学 
副理事長

社外取締役の森正勝氏は、経営者として、豊富な経験と幅広い見識を有しており、経
営全般について、必要な発言・助言を適宜行っています。また、会計監査、内部監査部
門と連携して改善を図っています。

取締役会
19回中18回

社外監査役

横瀬 元治 ○
•  ヤマト運輸株式会社 
社外監査役

•  朝日税理士法人顧問

社外監査役の横瀬元治氏は公認会計士としての業務を通じて、財務・会計に関する十
分な知見を有しています。
また、定期的に開催する代表取締役社長および社外取締役と監査役との意見交換会
に出席し、主に財務および会計に関する質問を行うなど、取締役の職務執行状況につ
いて確認しています。

取締役会
19回中19回
監査役会
14回中14回

鼎 博之 ○ アンダーソン・毛利・ 
友常法律事務所パートナー

社外監査役の鼎博之氏は弁護士としての業務を通じて、財務・会計に関する十分な知
見を有しています。
また、定期的に開催する代表取締役社長および社外取締役と監査役との意見交換会
に出席し、主に海外事業リスクに関する質問を行うなど、取締役の職務執行状況につい
て確認しています。

取締役会
19回中19回
監査役会
14回中14回

会計監査人
顧問弁護士

ओ૯ձג

指名・報酬委員会

άϧʔϓձࣾػࠪ

ࠪձ
औకձ

һձٞߦࣥ

コーポレート・ガバナンス体制図

経営諮問会議

選任 選任

選任・監視

会計監査

内部監査

監査

報告報告

業務執行

意思決定・監督

上程・報告

報告
上程・報告

選任

CSR機能



51YAMATO HOLDINGS CO., LTD.  アニュアルレポート2015

　具体的には、本社「クール宅急便品質管理対策推進室」の設

置、全国への「品質指導長」職の配置、各拠点での「クール宅急

便 作業リーダー」の任命などの体制づくりのほか、到着数量に合

わせた人員、機材・資材の配置、および輸送モードのコントロール

を実施しました。また、クール宅急便の1日ごとの取り扱い可能総

量を事前に把握し、その総量の範囲内で荷物をお受けする「総

量管理制度」についても導入しました。
詳細は、ヤマト運輸のホームページをご覧ください。
http://www.kuronekoyamato.co.jp/info/info_131128.html

事業継続計画（BCP）
n  東日本大震災の経験を踏まえ、今後の予期せぬ 

大規模自然災害や停電に備え、見直し・整備

　宅急便という社会的インフラを担う企業グループとして、不測の

事態においても安定したサービスの継続が期待されているヤマト

グループでは、2009年5月に発生した新型インフルエンザ（H1N1）

を契機に、事業継続計画（BCP）を策定しています。

　「人命最優先」と「宅急便事業の継続」という対応方針に基づ

いたこのBCPをもとに、2011年の東日本大震災に際しても対応を

行いました。今後発生する可能性が高く、大規模な被害が予測

される首都直下地震や南海トラフ地震などに備えるため、見直し・

整備を進めていきます。

説明責任
　ヤマトグループは、株主・投資家等のステークホルダーに対する

企業・経営情報の説明をコーポレート・ガバナンス上の重要な課題

の一つとして位置付け、迅速・正確かつ公平な情報開示に努めて

います。

　主なIR活動は以下の通りです。

項目 回数 内容

アナリスト・機関投資家向
け決算説明 4回

決算説明は四半期ごとに実施。第1四半期は財務・IR
戦略担当常務執行役員による電話会議、第2～第4四
半期は社長による決算説明会を実施。

社長による米国・ 
欧州・アジアへの 
投資家訪問

各地年 
1回以上

定期的に北米、欧州、アジアの海外投資家を訪問し会
長もしくは社長により経営方針を説明。

社長によるスモールミー
ティング・施設見学会等

年2回 
以上

事業についてご理解いただく機会に加え、経営陣と直
接対話の機会を定期的に創出。

IR資料の 
ホームページ掲載 －

決算情報、ニュースリリース、有価証券報告書および四
半期報告書等、決算説明会資料、株主総会招集通
知、決議通知および議決権行使結果など。外国人投
資家への情報発信のため、主要な情報については、日
本語・英語の二か国語で掲載。

IRに関する部署 
（担当者）の設置 － IR戦略担当

n  役員の報酬等の額またはその算定方法の 

決定に関する方針の内容および決定方針

　当社の役員の報酬等の決定に関する方針は、客観性および

透明性を確保するため、社外取締役が半数以上を占める指名・

報酬委員会において審議し、その答申を踏まえ取締役会で決定

することとしています。

　取締役の報酬については、外部水準を考慮した固定報酬に 

加え業績を反映した業績連動報酬によって構成され、監査役およ

び社外役員の報酬は、固定報酬のみとしています。

コンプライアンス
n グループ全体で内部統制を強化

　ヤマトグループでは、グループ全体に健全な企業風土を浸透さ

せ、不正やミスを防止し業務を有効かつ効率的に進めるために、

内部統制システムを構築するとともに会社法に基づき内部統制シ

ステムの基本方針を定め、内部統制の強化を図っています。

　さらに、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に対応す

るため、業務ルールの見直しや業務の標準化を進め、業務が

ルールに従って有効に実施されているかをチェックし、不具合が

あれば直ちに改善する体制を構築しています。

　なお、2015年3月31日現在のヤマトグループの財務報告に関

わる内部統制も有効であると判断し、財務省関東財務局へ報告

書を提出しています。

n 「クール宅急便」の不適切な温度管理について

　2013年10月、ヤマト運輸において「クール宅急便」の社内ルー

ルに反した仕分けが行われていたとの報道を受け、運用ルールの

徹底を指示するとともに、調査した結果、仕分けルールは徹底でき

ていたが、荷物が急増した7月の繁忙期に仕分けルールを守れない

ことが一度でもあった拠点が全国3,924の拠点のうち1,269か所

あることが判明しました。直ちに山内雅喜社長を本部長とした

「クール品質改善対策本部」を立ち上げ、原因究明と再発防止

策の策定を行いました。

役員報酬

役員区分 報酬等の総額 
（百万円）

報酬等の種類別の
総額（百万円） 対象となる役員の 

員数（人）
基本報酬

取締役
（社外取締役を除く） 243 243 5

監査役
（社外監査役を除く） 20 20 2

社外役員 26 26 5




